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特集―拡大する製造現場の請負・派遣 

「
個
人
請
負
労
働
者
」
の
増
加
を 

　
　
　
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
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―
企
業
別
デ
ー
タ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
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１
．増
加
す
る
個
人
請
負
労
働
者 

　
最
近
急
増
し
て
い
る
「
個
人
請
負
労
働
者

（
１
）」
と
い
う
職
種
を
ご
存
知
で
あ
ろ
う
か
。 

 

一
般
的
な
定
義
は
、
「
請
負
ま
た
は
業
務

委
託
・
委
任
契
約
に
基
づ
い
て
ユ
ー
ザ
ー
企

業
の
指
示
に
従
っ
て
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
人
た
ち（
２
）」（
鎌
田 

二
〇
〇
一
）
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
企
業
に

雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と
い
う
枠
を
超
え
て
、

企
業
に
対
し
て
請
負
ま
た
は
委
託
・
委
任
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
働
く
労
働
者
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
請
負
労
働
者
の
多

く
は
、
雇
用
者
と
類
似
し
た
仕
事
に
従
事
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
営
業
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
職
業
と

し
て
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
長
、
俳
優
、

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
各
種
在
宅
ワ
ー
カ
ー
、

委
託
宅
配
員
・
販
売
員
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

カ
ー
、
自
営
型
タ
ク
シ
ー
運
転
手
、
フ
リ
ー

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
者
と
い
っ
た
多
種

多
様
な
人
々
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
労
働
者
は
、
近
年
急
増
を
し
て
お
り
、
二

〇
〇
四
年
現
在
、
個
人
請
負
労
働
者
と
し
て

働
く
人
は
全
国
で
五
〇
万
人
と
も
、
ま
た
二

〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
個
人
請

負
に
関
す
る
公
的
な
統
計
調
査
は
皆
無
に
等

し
く
、
実
態
が
良
く
わ
か
っ
て
い
な
い
（
村

田
　
二
〇
〇
四
）。 

 

い
っ
た
い
何
故
、
こ
の
個
人
請
負
労
働
者

が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、

個
人
請
負
労
働
者
の
増
加
は
、
日
本
の
労
働

市
場
・
労
働
政
策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

 

一
つ
の
見
方
は
、
パ
ー
ト
労
働
者
や
派
遣

社
員
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
と
同
様
に
、
コ

ス
ト
削
減
の
手
段
と
し
て
増
加
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
個
人
請
負

労
働
者
は
、
労
働
基
準
法
、
労
災
保
険
法
な

ど
労
働
法
の
適
用
が
な
く
、
企
業
が
事
業
主

負
担
部
分
で
あ
る
法
定
福
利
費
を
免
れ
る
た

め
に
、
パ
ー
ト
労
働
者
や
派
遣
社
員
よ
り
も

さ
ら
に
安
い
労
働
力
と
な
っ
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
、
労
働
者
の
権
利
擁
護
の
観
点
か
ら

問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。 

 

一
方
、
高
度
な
専
門
的
技
能
の
外
部
化
、

専
門
的
人
材
の
働
き
方
の
多
様
化
と
い
う
見

方
も
で
き
る
。
個
人
請
負
労
働
者
は
、
場
所

や
時
間
の
自
由
度
が
高
い
こ
と
が
特
徴
で
あ

り
、
特
殊
な
専
門
的
技
能
を
持
っ
て
い
る
人

材
を
複
数
の
企
業
が
活
用
す
る
た
め
の
効
率

的
手
段
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
専

門
的
技
能
を
持
ち
な
が
ら
育
児
や
介
護
を
抱

え
て
い
る
女
性
や
、
専
門
的
技
能
を
持
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
退
職
せ
ざ
る
を
得
な

い
高
齢
者
を
活
用
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る

な
ら
ば
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
動
き
で
あ
る
。 
 

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
企
業
に
対
し
て

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
、
企

業
が
個
人
請
負
労
働
者
を
ど
の
よ
う
に
捕
ら

え
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ

い
て
契
約
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
考

察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

   

２

．企
業
が
個
人
請
負
労
働
者 

　
　 

活
用
す
る
理
由 

　
　 

　
　
　
　
―
三
つ
の
仮
説 

 

日
本
に
比
べ
て
個
人
請
負
労
働
者
の
研
究

が
進
ん
で
い
る
米
国
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、

個
人
請
負
労
働
者
を
含
む
外
部
人
材
の
活
用

に
あ
た
っ
て
、
企
業
側
は
主
に
以
下
の
三
つ

の
動
機
を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
第

一
の
動
機
は
、
「
コ
ス
ト
削
減
」
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
企
業
は
個
人
請
負
労
働
者

と
の
間
に
雇
用
関
係
が
存
在
し
な
い
た
め
、

請
負
労
働
者
に
社
会
保
険
、
社
内
福
利
厚
生

を
提
供
す
る
義
務
は
な
い
。
ま
た
、
労
働
時

間
の
調
整
も
容
易
で
あ
り
、
時
給
ベ
ー
ス
で

考
え
て
も
個
人
請
負
労
働
者
は
正
社
員
よ
り

低
い
場
合
が
多
い
た
め
、
専
門
性
の
低
い
業

務
（
た
と
え
ば
清
掃
、
警
備
、
配
達
）
を
個

人
請
負
労
働
者
に
受
注
さ
せ
る
こ
と
が
、
人

件
費
の
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
大
き
い
。 

 

第
二
の
動
機
は
、「
生
産
変
動
へ
の
対
応
」

で
あ
る
。
季
節
的
需
要
や
景
気
循
環
な
ど
に

よ
る
生
産
変
動
に
応
じ
る
た
め
、
企
業
は
個

人
請
負
労
働
者
を
調
整
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
業
務
の
繁
閑
に
あ
わ
せ
て
、
個
人
請
負

労
働
者
の
業
務
委
託
を
増
や
し
た
り
、
減
ら

し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
規
雇
用
の

雇
用
保
蔵
（
過
剰
労
働
力
）
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
。 

 

第
三
の
動
機
は
、「
外
部
の
専
門
的
人
材
の

活
用
」
で
あ
る
。
需
要
の
頻
度
が
少
な
い
が
、

一
般
人
的
資
本（general hum

an capital

）

を
要
す
る
よ
う
な
仕
事
（
た
と
え
ば
英
訳
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
、
デ
ザ
イ
ン
、
資
格

業
）
は
、
正
社
員
と
し
て
企
業
内
に
抱
え
込

む
よ
り
も
、
外
部
の
専
門
家
で
あ
る
個
人
請

負
労
働
者
に
発
注
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規

模
の
経
済
が
働
き
、
仕
事
の
質
の
向
上
と
費

用
削
減
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。 

 Abraham
 and Taylor

（1996

）
は
、
米

国
企
業
の
雇
用
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析
し
た

結
果
、
こ
の
三
つ
の
動
機
が
す
べ
て
顕
著
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
日
本
で
は
、
こ
れ
ら
に
比
較
し
得

る
よ
う
な
厳
密
な
統
計
分
析
は
存
在
し
な
い

も
の
の
、
佐
藤
（
二
〇
〇
一
）
は
、
外
部
人

材
の
活
用
が
企
業
の
労
働
力
需
要
の
変
化
に

柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
人

材
活
用
面
で
の
柔
軟
性
が
コ
ス
ト
削
減
に
つ

な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
村

田
（
二
〇
〇
四
）
が
一
九
九
九
年
一
〇
月
に

行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
企
業
が

業
務
委
託
を
活
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、

「
繁
閑
に
対
応
し
て
効
果
的
な
人
員
配
置
が

可
能
」、「
人
件
費
お
よ
び
人
事
管
理
コ
ス
ト

削
減
が
可
能
」、「
自
社
従
業
員
に
な
い
高
い
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図表１　「個人請負」を活用するインセンティブ－企業側の意識（N＝379社） 

インセンティブの種類 
コスト削減 
 
人材活用 
 
 
生産変動への対応 
 
 
 
その他 

 
人件費の節約 
社会保険が不要のため 
専門的業務への対応 
即戦力のある人材の確保 
高齢者の活用 
景気変動に応じた雇用調整 
長い営業時間への対応 
仕事の繁雑への対応 
業務量の季節的変化への対応 
正社員の確保ができないから 
正社員を重要業務に特化させるため 
正社員の育休・介護休業の代替として 
その他 

 
34.6％ 
23.5％ 
63.6％ 
55.9％ 
6.9％ 
29.6％ 
7.1％ 
15.6％ 
30.1％ 
13.7％ 
14.2％ 
1.3％ 
6.3％ 

意識した企業の割合 

図表2　属性別個人請負の活用程度 

 

 

個人請負の相対的コストを表す指標 

報酬基準は、「同業他社の同業務の報酬」 

報酬基準は、「自社同業務の正社員の報酬」 

報酬基準は、「地域最低賃金」 

業務に係わる経費全額企業負担 

業務に係わる経費の全部もしく一部自己負担 

個人請負の専門性を表す指標 

最も多い学歴は高卒程度 

最も多い学歴は短大・専門学校程度 

最も多い学歴は大卒以上程度 

仕事の進め方は、個人で決められる 

仕事の進め方は、会社の指示に従う 

最も代表的な仕事内容は非専門的業務 

最も代表的な仕事内容は専門的業務 

生産変動の程度を表す指標 

業務委託契約に期間は定まっていない 

業務委託契約に3ヶ月未満の期間は定まっている 

業務委託契約に3-6月未満の期間は定まっている 

業務委託契約に半年以上の期間は定まっている 

売上変動係数第４位の業種－製造業 

売上変動係数第３位の業種－電気・ガスなど 

売上変動係数第２位の業種－サービス業　 

売上変動係数第１位の業種－建設業 

 

 

 

56.3％ 

60.7％ 

45.5％ 

49.7％ 

58.9％ 

 

50.0％ 

53.1％ 

58.5％ 

56.3％ 

47.9％ 

49.1％ 

56.9％ 

 

50.3％ 

43.9％ 

60.7％ 

59.3％ 

43.2％ 

69.0％ 

54.4％ 

48.0％ 

人数増の 
企業割合 

 

 

 

1.27 

0.44 

57.70 

0.78 

4.02 

 

2.11 

0.60 

4.49 

1.13 

6.43 

1.70 

2.80 

 

1.31 

0.64 

0.94 

0.98 

0.53 

2.55 

3.04 

0.73

個人請負数／ 
正社員数　　 

 

 

 

0.74 

0.30 

2.07 

0.47 

0.81 

 

1.25 

0.37 

0.54 

0.66 

0.65 

1.13 

0.48 

 

0.79 

0.55 

0.61 

0.52 

0.38 

1.10 

0.66 

0.45

個人請負数／ 
常用雇用者数 

 

 

 

56.7％ 

23.5％ 

2.9％ 

44.6％ 

53.3％ 

 

20.6％ 

33.8％ 

38.8％ 

73.1％ 

25.3％ 

29.6％ 

70.4％ 

 

41.4％ 

10.8％ 

14.8％ 

29.8％ 

11.6％ 

7.7％ 

69.4％ 

6.6％ 
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技
術
ス
キ
ル
や
他
社
で
の
勤
務
経
験
が
あ
る

人
材
の
活
用
が
で
き
、
従
業
員
へ
の
刺
激
と

な
る
」
と
い
っ
た
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。 

   

３

．意
識
調
査
で
は
動
機
の 

　
　 

ト
ッ
プ
が
「
外
部
人
材
の
活
用
」 

 

そ
こ
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
で
は
日
本
の
個
人

請
負
労
働
者
の
雇
用
状
況
を
つ
か
む
た
め
に
、

二
〇
〇
四
年
二
月
、
「
業
務
委
託
契
約
従
事

者
の
活
用
実
態
に
関
す
る
調
査
」
と
題
す
る

企
業
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。 

 

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
「
業
務
委

託
企
業（
３
）」
三
七
九
社
に
対
し
て
、
個
人

請
負
労
働
者
を
活
用
し
た
動
機
を
直
接
尋
ね

て
い
る
。
最
も
多
く
の
企
業（
八
一
・
五
％
）

が
挙
げ
て
い
る
理
由
は
、
「
人
材
活
用
」
関

係
の
理
由
で
あ
る（
図
表
１
）。
そ
の
中
で
は
、

特
に
、「
専
門
的
業
務
へ
の
対
応
」（
六
三
・

六
％
）
お
よ
び
「
即
戦
力
の
あ
る
人
材
の
確

保
」（
五
五
・
九
％
）
と
い
う
理
由
を
挙
げ
る

企
業
が
多
い
。
ま
た
、
「
人
材
活
用
」
の
次

に
多
く
の
企
業
が
挙
げ
た
理
由
は
「
生
産
変

動
へ
の
対
応
」
で
あ
る（
五
八
・
三
％
）。
そ

の
具
体
的
な
項
目
を
見
て
み
る
と
、
「
業
務

量
の
季
節
的
変
化
へ
の
対
応
」
三
〇
・
一
％
、

「
景
気
変
動
に
応
じ
た
雇
用
調
整
」
二
九
・

六
％
と
い
っ
た
も
の
が
主
な
内
容
で
あ

る
。
さ
ら
に
「
コ
ス
ト
削
減
」
を
個
人

請
負
労
働
者
の
活
用
理
由
と
し
て
挙
げ

た
企
業
も
多
い
。
内
訳
は
、
「
人
件
費

の
節
約
」
三
四
・
六
％
、
「
社
会
保
険
は
不

要
の
た
め
」
二
三
・
五
％
と
い
っ
た
も
の
が

主
な
も
の
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
意

識
調
査
の
段
階
で
は
、「
業
務
委
託
企
業
」
が

個
人
請
負
労
働
者
を
活
用
す
る
動
機
は
、
「
人

材
活
用
」、「
生
産
変
動
へ
の
対
応
」、「
コ
ス

ト
削
減
」
と
い
う
順
番
と
な
っ
て
お
り
、
特

に
「
人
材
活
用
」
動
機
が
支
配
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
Ｉ
Ｔ
化
な
ど
へ
の
対
応
と
し
て
、
労

働
市
場
の
新
し
い
動
き
と
し
て
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
意
識
調
査
は
複

数
回
答
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ど
れ
が
支
配

的
な
理
由
な
の
か
、
直
接
的
な
比
較
が
難
し

い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
意
識
調
査
に
あ
り
が

ち
な
問
題
と
し
て
、
企
業
の
「
本
音
」
で
は

な
く
「
建
前
」
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
。 

   

４
．属
性
比
較
で
は
「
コ
ス
ト 

　
　 

削
減
」
動
機
が
最
も
顕
著 

 

そ
こ
で
さ
ら
に
詳
し
い
動
機
を
探
る
た
め 

43.5%
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に
、
図
表
２
は
個
人
請
負
労
働
者
の
活
用
状

況
を
企
業
属
性
、
個
人
請
負
労
働
者
属
性
お

よ
び
業
務
委
託
内
容
で
ク
ロ
ス
集
計
し
た
も

の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
、
活
用
状
況
の
指
標
と
し
て
は
、

「
個
人
請
負
対
常
用
雇
用
者
数
」、「
個
人
請

負
対
正
社
員
数
」
お
よ
び
「
三
年
前
の
状
況

に
比
べ
、
現
在
の
個
人
請
負
の
契
約
人
数
が

増
え
た
企
業
の
割
合
」
を
用
い
る
こ
と
に
す

る
。
ま
ず
、
個
人
請
負
労
働
者
の
相
対
的
コ

ス
ト
を
表
す
項
目
で
あ
る
「
個
人
請
負
の
報

酬
基
準
」
お
よ
び
「
業
務
に
係
わ
る
諸
経
費

の
企
業
全
額
負
担
の
有
無
」
を
み
る
と
、「
コ

ス
ト
削
減
動
機
」
仮
説
と
整
合
的
な
結
果
が

得
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
個
人
請
負

労
働
者
の
報
酬
額
が
正
社
員
の
報
酬
を
基
準

に
し
て
い
る
企
業
の
場
合
、「
個
人
請
負
対
常

用
雇
用
者
」
の
人
数
比
率
は
〇
・
三
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
地
域
の
最
低
賃
金
を
基
準
に

し
て
い
る
企
業
の
同
比
率
は
二
・
〇
七
で
あ

る
。
ま
た
、
業
務
に
係
わ
る
経
費
を
全
額
負

担
し
て
い
る
企
業
は
そ
う
で
な
い
企
業
に
く

ら
べ
て
、
個
人
請
負
労
働
者
の
人
数
比
率
が

若
干
低
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済

的
処
遇
の
面
で
個
人
請
負
労
働
者
に
寛
大
な

企
業
ほ
ど
、「
個
人
請
負
対
常
用
雇
用
者
」
の

人
数
比
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。 

 

次
に
個
人
請
負
労
働
者
学
歴
と
業
務
委
託

の
内
容
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
高
卒
中
心
の

個
人
請
負
労
働
者
と
契
約
し
て
い
る
企
業
は
、

「
個
人
請
負
対
常
用
雇
用
者
」
の
人
数
比
率

が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
業
務

の
進
め
方
は
、
個
人
請
負
労
働
者
の
自
主
判

断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
企
業
ほ
ど
、
「
個
人

請
負
対
正
社
員
」
の
人
数
比
率
が
低
く
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
仕
事
の
内
容
は
専
門
的
業

務
が
多
い
企
業
ほ
ど
、
「
個
人
請
負
対
常
用

雇
用
者
」
の
人
数
比
率
が
低
い
。
こ
の
よ
う

に
、
高
自
主
性
、
高
専
門
性
の
業
務
を
委
託

し
て
い
る
企
業
ほ
ど
、
特
段
に
個
人
請
負
労

働
者
を
使
用
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
こ

と
か
ら
、
「
外
部
人
材
の
活
用
」
動
機
を
支

持
す
る
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ
る
。 

 

最
後
に
、「
生
産
変
動
へ
の
対
応
」
仮
説
と

の
関
係
を
み
る
た
め
に
、
業
務
委
託
契
約
の

期
間
お
よ
び
企
業
の
業
種
別
に
み
て
み
た
い
。

業
務
委
託
契
約
期
間
に
つ
い
て
は
仮
説
と
は

逆
に
、
業
務
委
託
契
約
の
期
間
が
長
い
企
業

ほ
ど
「
個
人
請
負
対
正
社
員
」
の
人
数
比
率

が
高
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
季
節
変
動
と
い
う
意
味
で
は
、
売
上
額

の
変
動
が
最
も
小
さ
い
製
造
業（
４
）に
比
べ
、

他
の
産
業
の
「
個
人
請
負
対
正
社
員
」
の
人

数
比
率
は
高
く
仮
説
と
整
合
的
で
あ
る
。
特

に
サ
ー
ビ
ス
業
の
場
合
、
「
個
人
請
負
対
正

社
員
」
の
人
数
比
率
は
三
・
〇
一
と
非
常
に

高
く
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
「
コ
ス
ト
削
減
動
機
」
仮

説
と
「
生
産
変
動
へ
の
対
応
」
動
機
仮
説
は

図
表
２
の
ク
ロ
ス
集
計
か
ら
あ
る
程
度
支
持

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
外
部
人
材
の

活
用
」
動
機
に
つ
い
て
は
意
識
調
査
で
は
最

も
有
力
な
動
機
で
あ
り
な
が
ら
、
仮
説
と
の

整
合
性
が
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

実
際
に
三
つ
の
動
機
仮
説
に
対
応
す
る
変
数

を
用
い
た
計
量
分
析
の
結
果（
５
）か
ら
も
、

企
業
側
に
お
け
る
「
コ
ス
ト
削
減
」
動
機
お

よ
び
「
生
産
変
動
へ
の
対
応
」
動
機
が
概
ね

支
持
さ
れ
、
「
外
部
人
材
の
活
用
」
動
機
仮

説
は
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い

う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。 

   

５

．お
わ
り
に 

　
個
人
請
負
労
働
者
の
拡
大
の
背
景
に
は
、

専
門
的
な
仕
事
の
増
加
に
伴
い
、
企
業
か
ら

指
揮
命
令
を
受
け
ず
に
あ
る
程
度
の
裁
量
を

持
っ
て
業
務
に
従
事
す
る
と
い
う
就
業
形
態

の
拡
大
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
企
業
別
デ
ー
タ
か
ら
見
え
て
く
る

よ
う
に
、
企
業
は
個
人
請
負
労
働
者
の
活
用

に
当
た
っ
て
、
「
コ
ス
ト
削
減
」
お
よ
び
「
生

産
変
動
へ
の
対
応
」
な
ど
の
動
機
は
非
常
に

顕
著
で
あ
る
一
方
、
「
外
部
専
門
人
材
の
活

用
」
動
機
は
顕
著
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
企

業
は
個
人
請
負
労
働
者
を
安
価
で
調
整
し
や

す
い
労
働
力
と
し
て
主
に
使
っ
て
い
る
と
い

う
姿
が
う
か
が
え
る
。
平
成
不
況
後
、
個
人

請
負
労
働
者
の
増
加
が
専
門
人
材
の
働
き
方

の
多
様
化
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
主

と
し
て
企
業
サ
イ
ト
の
経
営
戦
略
に
起
因
し

て
い
る
と
見
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
の
結
論
を
確
か

め
る
た
め
に
も
、
次
は
個
人
請
負
労
働
者
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査（
６
）を
用
い
て
、

労
働
力
供
給
側
の
視
点
か
ら
「
個
人
請
負
」

が
お
か
れ
て
い
る
経
済
状
況
、
そ
の
働
き
方

と
し
て
の
魅
力
と
合
理
性
を
探
っ
て
み
た
い

と
思
う
。 

 

〔
注
〕 

 

１
．
個
人
請
負
労
働
者
は
「
業
務
委
託
契
約
従
事

者
」、「
契
約
労
働
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
国
際
労
働
機
関
総
会
は
「
契
約
労
働
」

と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
本
研
究
は
そ
の
通

称
で
あ
る
個
人
請
負
労
働
者
と
い
う
名
前
を
用
い
る

こ
と
に
し
た
。 

 

２
．
他
人
を
用
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
い

わ
ゆ
る
「
下
請
労
働
者
」
が
個
人
請
負
労
働
者
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
る
。 

 

３
．
「
業
務
委
託
企
業
」
と
は
、「
現
在
業
務
委

託
契
約
従
事
者
の
い
る
企
業
」（
三
一
二
社
）
も
し
く

は
、
「
現
在
業
務
委
託
契
約
従
事
者
は
い
な
い
が
、

こ
れ
ま
で
は
い
た
企
業
」（
六
七
社
）
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
労
働
政
策

研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
四
）
『
労
働
政
策
研
究

報
告
書
』
№
１
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

４
．
財
務
省
の
「
法
人
企
業
統
計
季
報
」
二
〇
〇

一
年
第
１
四
半
期
か
ら
二
〇
〇
四
年
第
１
四
半
期
の

統
計
用
い
て
産
業
別
の
売
上
変
動
を
変
動
係
数
で
測

っ
て
み
る
と
、
変
動
の
最
も
少
な
い
産
業
は
「
製
造

業
」
で
あ
り
、
変
動
の
最
も
多
い
産
業
は
「
建
設
業
」

で
あ
っ
た
。 

 

５
．
計
量
分
析
の
詳
細
は
周
燕
飛
（
二
〇
〇
四
）

「
企
業
デ
ー
タ
を
用
い
た
個
人
請
負
労
働
者
の
活
用

動
機
の
分
析
」
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
デ
ィ
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
ペ

ー
パ
ー
（
近
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

６
．
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
働
き
方
に
関
す
る
意
識
調
査
」

（
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）。 
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燕
飛
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） 

　
中
山
大
学
（
中
国
・
広
州
）
社
会
学
部
卒

業
、
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
博
士

後
期
課
程
修
了（
国
際
公
共
政
策
博
士
）、
国

立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
リ
サ
ー
チ
・

レ
ジ
デ
ン
ト
な
ど
を
経
て
、
〇
四
年
四
月
か

ら
当
機
構
研
究
員
。
主
な
論
文
に
「
医
療
保

険
未
加
入
者
と
家
計
の
医
療
費
支
出
―
中
国

広
東
省
の
個
票
デ
ー
タ
を
用
い
て
」『
海
外
社

会
保
障
研
究
』
№
１
４
３
、
「
保
育
士
の
労

働
市
場
か
ら
み
た
保
育
待
機
児
問
題
」『
日
本

経
済
研
究
』
第
四
六
期
な
ど
。 


